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Ⅵ－５ 介護サービス指定情報公表センター運営事業実施報告 

この制度は、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者

による選択（自己決定）」を現実のサービス利用において保障するため平成１８年４月より

施行された。「利用者による介護サービス事業所の選択」を支援することを目的として、県

内の事業所の比較検討が可能となるよう、介護サービスの種類ごとに共通の項目の情報を公

表するものである。 

 介護サービス事業者及び介護サービスを新たに提供しようとする事業者は、提供する介護

サービスに係る介護サービス情報を、知事の指定する指定情報公表センターに報告する法的

義務が発生し、報告された介護サービス情報は、調査が必要なものについては知事の指定す

る指定調査機関の調査を得て、指定情報公表センターが公表することになっている。 

 当財団は、県知事から指定情報公表センターの指定を受け、制度が円滑かつ適正に施行さ

れるよう運営し、体制整備を図った。 

 

１ 介護サービス情報の公表制度の実施 

（１）平成２０年度情報の公表を行った介護サービスの種類 

平成２０年度は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活

介護（有料老人ホーム、軽費老人ホーム）、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護老人福祉

施設、介護老人保健施設（以上１８年度から実施されたサービス）、訪問リハビリテーシ

ョン、通所リハビリテーション、介護療養型医療施設（以上１９年度から追加実施された

サービス）を主たるサービスとして、それぞれのグループと同類型の介護予防サービス、

短期入所サービス、地域密着型サービスの一部等２２サービスが追加、１３類型、３５サ

ービスが対象となった。（別紙１） 
（２）介護サービス情報の対象事業所と公表内容 

①調査対象事業所 
（計画の基準日（毎年１月１日）前１年間において介護報酬の支払いを受けた額が１００

万円を超える事業者）→基本情報および調査情報の公表 
②新規開設事業所 
（平成２０年４月以降新たに介護サービスを提供しようとする事業所、および平成１９年

度の新規開設事業所であって、１９年度中に報告がなかった事業所）→基本情報のみ公

表 

 

※基本情報…事業所の所在地、電話番号、職員体制、利用料金等の基本的情報で、事業所

が報告された内容をそのまま公表するもの。 
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※調査情報…介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録管理の有

無等、事業所から報告された内容について、県が指定した指定調査機関から調

査員が訪問し、事実確認の調査を行ったうえで公表するもの。 
 

（３）報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に関する計画の策定 

 本県におけるすべての公表対象事業者が報告する介護サービス情報の受理、調査、情報

の公表等の事務を毎年実施するが、これを効率的かつ円滑に行う観点から報告計画、調査

計画及び情報公表計画を定めた。（別紙２） 
 

（４）事業者説明会の実施 

 制度の円滑な推進を図るため、秋田県内の介護サービス事業者向けに制度施行説明会を

実施した。 

 

①日時・会場 

７月２２日（火）１０：００～１２：００、１４：００～１６：００ 

（午前・午後に分けて実施） 

秋田県庁第２庁舎８階 大会議室 

②内容 

・介護保険法施行規則の一部改正について 

・介護サービス情報の公表の概要について 

・介護サービス情報報告システム（ＷＥＢ化）の事業所操作説明 

 

（５）指定調査機関との打合せ会の開催 

事業の円滑な推進を図るため、指定調査機関（別紙３）との打合せ会を実施した。 
 
●６月１８日（水）１４時から 中央シルバーエリア 研修室 
①今後のスケジュールについて 
②報告・調査・公表計画の原案（調査件数の割り振り）について 
③システム導入に伴う事務の流れ、ＷＥＢ化について 
④全国会議の報告  
⑤調査手数料、公表手数料について 
⑥調査員フォローアップ研修について 
⑦その他 
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●７月２４日（木）１０時から 中央シルバーエリア 研修室 

①今後のスケジュールについて 
②介護サービス情報の公表の概要について 
③報告・調査・公表計画の確定について 
④ＷＥＢ化に伴う操作説明 
⑤その他 

 

●１２月１１日（木）１４時から 中央シルバーエリア 視聴覚室 

①現状報告 

②全国会議の報告 

③平成２１年度見直し策についての意見交換 

④その他 

 

（６）情報の公表 

 計画に基づき、平成２０年度は調査対象事業所１,１９２件、新規開設事業所６３件、合

計１,２５５件の事業所の情報をインターネット上（秋田県介護サービス情報公表システム）

にて公表した。（別紙１） 

 

２ 「介護サービス情報の公表」モデル調査実施事業の実施（県受託事業） 

利用者が介護サービス事業者を選択するための判断に資する情報を、円滑かつ容易に取得

できる環境整備を図るため、平成２１年度から追加されるサービスに関するモデル調査を実

施し、調査手法及び調査内容等の検証を行った。 
 

（１）調査員養成研修受講者の選考、派遣 

日時 サービス区分 受講者氏名（職名） 会場 

７月８日

（火）    
９：００～ 

１２：３０ 

 
小規模多機能・共同生活介護系 
 
・認知症対応型共同生活介護 
・小規模多機能型居宅介護 
・介護予防認知症対応型共同生活介護 
・介護予防小規模多機能型居宅介護 

豊澤公栄 
（ＬＬ財団事務局長） 

清水由美子 
（清水社会福祉士事務所）

船木祐子 
（ＬＬ財団研修相談課） 

早坂悦子 
（ＬＬ財団研修相談課） 

全国町村

議員会館
２階  

大会議室 
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（２）モデル事業事前説明会の開催 

期日・会場 平成２０年７月１８日（金） １４時から 中央シルバーエリア 会議室 

出席者 

●調査員：豊澤公栄、清水由美子、船木祐子、早坂悦子 

●事業所 

○小規模多機能型共同生活介護・介護予防小規模多機能型共同生活介護 

・小規模多機能型居宅介護幸の家 

・小規模多機能型居宅介護事業所さるびあ 

○認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

・グループホームまめだすか 

・えがお神宮寺 

 

内 容 

①「介護サービス情報の公表」モデル調査事業の概要について 

②モデル調査事業の実施方法・流れ・スケジュールについて 

③調査票・帳票の解説と留意点について 

④訪問調査日程・検証会議の日程調整 

 

（３）モデル調査事業の実施 

サービス区分 
訪問調査 

実施月日 
事業所名 調査員氏名 

小規模多機能型居宅介

護・介護予防小規模多

機能型居宅介護 

８月１１日

（月） 

１３：３０～ 

小規模多機能型居宅介護 

幸の家 

豊澤公栄 

早坂悦子 

８月１１日

（月） 

９：３０～ 

小規模多機能型居宅介護事業所 

さるびあ 

豊澤公栄 

早坂悦子 

認知症対応型共同生活

介護・介護予防認知症

対応型共同生活介護 

８月７日（木） 

１０：００～ 
グループホームまめだすか 

清水由美子 

船木祐子 

８月８日（金） 

１０：００～ 
えがお神宮寺 

清水由美子 

船木祐子 
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（４）検証会議の開催 

期日・会場 平成２０年８月２７日（水） １４時から 中央シルバーエリア 研修室 

出席者 

●調査員：豊澤公栄、清水由美子、船木祐子、早坂悦子 

●事業所 

○小規模多機能型共同生活介護・介護予防小規模多機能型共同生活介護 

・小規模多機能型居宅介護幸の家 

・小規模多機能型居宅介護事業所さるびあ 

○認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

・グループホームまめだすか 

・えがお神宮寺 

内容 

①総括調査票の集計結果について 

②調査項目の課題について 

③調査手法、訪問調査の実施内容、調査員の要件等の課題について 

④その他 

 

３ 「秋田県介護サービス情報の公表」制度施行推進事業の実施（県受託事業） 

利用者が介護サービス事業者を選択するにあたっての判断に資する情報を取得できる

環境整備を図るために実施される「介護サービス情報の公表」制度が、円滑かつ適正に施

行されるよう体制整備を図るため、秋田県から委託を受けて実施した。 
 

（１）調査員指導者養成研修の派遣及び実施について 

   平成２１年度から「介護サービス情報の公表」の対象となる１５サービスについて、

次のとおり調査員指導者養成研修へ派遣した。 
①調査員養成研修で講師を務める指導者の育成を図るため、対象者を選定。 
②国（社団法人シルバーサービス振興会に委託）で実施する調査員指導者養成研修への

対象者の派遣 
日 時 科    目 受講者（職名） 会 場 

３月２日
（月） 

特定居住系サービス 

豊澤公栄 
（ＬＬ財団事務局長）

全国町村 
議員会館 
２階大会議

室 

居宅訪問系サービス 

３月３日
（火） 

 

通所系サービス 

小規模多機能・共同生活介護サービス 
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３月１２
日（木） 

 
特定居住系サービス  

伊藤幹子 
(社会福祉士) 

 
伊藤かずみ 

（ＬＬ財団主幹） 

 
損保会館  
大会議室 

小規模多機能・共同生活介護サービス 

３月１３

日（金） 

居宅訪問系サービス 

通所系サービス 

 

（２）調査員養成研修の実施 

事業所から提出された情報の内容が事実かどうかを、指定調査機関から派遣された調査

員が事業所を訪問して確認のための調査を行うが、平成２１年度から「介護サービス情報

の公表」の対象となる介護サービス事業所の調査が円滑かつ適正に実施できることを目的

として、調査員の養成研修を実施した。（別紙４） 
 修了者は、受講者１９９名、指導者３名、合計２０２名。 
 

（３）制度の普及啓発について 

  「介護サービス情報の公表」の円滑な施行を図るため、市町村、地域包括支援センター、

介護サービス事業者、利用者・利用者家族向けに、啓発パンフレットを作成し、公表制度

の普及啓発を図った。
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４ 介護サービス外部評価事業実施報告 

 

（１）地域密着型サービス外部評価の実施 

外部からの第三者の目を通じ、管理者や職員が自分たちのサービスの行き届かな 

い点に気づくためのきっかけとし、改善のための自発的な努力を積み重ねることに

より、サービスの質を高めるとともに、評価結果の公表を通じて、利用者の適切な

サービス選択を支援する。 

 

① 評価の対象 

介護保険法に定める地域密着型サービス事業者として、市町村から指定を受け

ている認知症対応型共同生活介護（グループホーム）並びに小規模多機能型居宅

介護事業所。 

平成２０年度実施数 

小規模多機能型居宅介護事業所については、平成２０年１０月１日からの実施

であり、今年度は未実施のため、グループホームのみ） 

３９ヶ所 

（１ユニット：２０ヶ所、２ユニット：１８ヶ所、３ユニット：１ヶ所） 

平成２０年度に当財団で初めて外部評価を受けたグループホーム ： １ヶ所 

前年度以前から引き続き当財団で外部評価を受けたグループホーム：３８ヶ所 

 

② 評価調査員養成研修の実施 

   平成１８年４月の介護保険法改正に伴い地域密着型サービスが創設され、これ

までの認知症対応型共同生活介護に加え、小規模多機能型居宅介護事業所も外部

評価が義務付けられているが、本県においては、経過措置期間を設け、平成２０

年１０月１日から小規模多機能型居宅介護事業所の外部評価を実施した。これに

合わせ、現行の調査員を対象とした地域密着型サービス評価調査員養成研修が、

県主催で実施され、当財団所属の評価調査員が出席した。 

 

  ・日 時  平成２０年９月２２日（月） 午後１時３０分から午後４時 

  ・場 所  県庁第２庁舎８階 大会議室 

    ・内 容  １）地域密着の制度、小規模多機能について説明。 

            秋田県担当者 

          ２）地域密着型外部評価の視点について 

       ・認知症対応型共同生活介護の変更点 

       ・小規模多機能型居宅介護にかかる調査の視点等 

               秋田県薬剤師会理事   畠中 岳 氏 

          ３）質疑応答 
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また、平成２０年度９月２２日（月）に実施された研修を受講できなかった調

査員を対象に、伝達研修を実施した。 

 

・日 時  平成２０年１０月２７日（月） 午後２時３０分から午後４時 

    ・場 所  秋田県社会福祉会館７階 第３研修室 

    ・内 容  １）調査の視点について 

          ２）新たなサービスとしての小規模多機能型居宅介護と認知症対応

型共同生活介護（グループホーム） 

          ３）秋田県版地域密着型サービス評価項目の説明 

           ・秋田県版策定の経緯について 

           ・評価項目の構成について 

              日赤短大   准教授 土室 修 氏 

          ４）自己評価票、調査報告書の説明 

             県社協担当者 

          ５）質疑応答 

 

③ 評価機関連絡会への出席 

    介護サービス情報公開制度の実施に伴う情報の共有と、県内各評価機関が抱え

ている問題、課題等についての検討を行った。 

 

   ● 第１回地域密着型サービス外部評価機関連絡会 

     ・ 日 時   平成２１年 1月２２日（木）１０：００～ 

     ・ 場 所   秋田県中央シルバーエリア会議室 

     ・ 案 件   １）調査員の選定要綱について 

             ２）家族アンケートについて 

     ３）書類の保存期間について 

     ４）調査員の名刺使用について 

     ５）その他 

 

   ● 第２回地域密着型サービス外部評価機関連絡会 

     ・ 日 時   平成２１年３月１１日（水）１３：３０～ 

     ・ 場 所   秋田県中央シルバーエリア研修室 

     ・ 案 件   １) 介護サービス情報の公表と外部評価実施について 

     ①今後の見通しについて 

     ②外部評価の適正な運用について 

     ③外部評価の疑問点・問題点等について 

     ④２１年度の実施について 

      ２）小規模多機能型居宅介護のプラン様式の変更について 

      ３）評価項目について 

      ４）その他 
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④ 評価審査委員会の開催 

当財団が行う地域密着型サービス外部評価事業の外部評価調査員が行う

業務内容及び評価報告書の記載内容に関する確認と検証を行うため、外部

評価審査委員会を開催した。 

・期 日 平成２１年３月１８日（水） 

    ・会 場 中央シルバーエリア 研修室 

    ・内 容 １）地域密着型サービス外部評価事業の概要説明 

２）平成２０年度地域密着型サービス外部評価事業の実施状況に

ついて 

          ・外部評価の実施状況について 

          ・地域密着型サービス外部評価調査員研修の実施状況について 

          ・評価機関連絡会について 

         ３）平成２１年度地域密着型サービス外部評価事業の実施予定に

ついて 

４）その他 

 

 

 

 

地域密着型サービス外部評価審査委員名簿 

 

          (任期) 平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日 

No 氏  名 所 属 先 ・ 職 名 

１ ◎柴 田  博 秋田看護福祉大学社会福祉学科 教授 

２  佐 藤 潤 子 社団法人秋田県看護協会 常務理事 

３  熊 谷 秀 昭 秋田県グループホーム連絡協議会 会長 

４  花澤富見子 小規模多機能型居宅介護まめでらハウス 管理者 

５  栗 林 孝 得 秋田県地域包括・在宅介護支援センター協議会長 

          ◎委員長    平成２１年３月３１日現在（敬称省略)
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（別紙２） 

 「介護サービス情報の公表」の事務の流れ 
 

 公 
表 
シ 
ス 
テ 
ム 

⑥計画の公表 
 
 
⑭基本情報及び 

   
 ①調査対象事業者の把握       指定情報公表センター ⑨基本情報・調査情報の確認、受理 
②調査計画原案の作成 ⑫調査結果の確認、受理 

 ④調査計画の作成(→県知事の承認) 

 

  調査情報の調査結果 
の公表 

 
（調査終了後概ね 
３週間以内に公表） 

 

 

⑬
調
査
手
数
料
の
振
込
み 

   

⑫
調
査
結
果
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
報
告
（
同
意
書
、
報
告
書
の
送
付
） 

 
 

（
調
査
終
了
後
一
週
間
以
内
に
報
告)  

  

⑩
基
本
情
報
・
調
査
情
報
の
確
認 

 
⑧
調
査
日
程
の
報
告 

  

⑤
調
査
計
画
の
通
知(

調
査
月
・
調
査
対
象
事
業
所)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ※１ 調査票とは基本情報 
    及び調査情報様式の 
     ことをいう。 
  （ＩＤ・サービス名・パスワ

ードでログインし、入力） 
 

 

③
調
査
計
画
原
案
の
送
付
・
調
整 

  

手
数
料
の
振
込
先
・
納
期
限 

、
調
査
票 

※
１
） 

 

⑤
調
査
計
画
の
通
知(

調
査
月
・
調
査
機
関
・
報
告
の
時
期 

  
 

(
基
本
情
報
・
調
査
情
報
の
報
告
時) 

 
 

手
数
料(

調
査
手
数
料
・
公
表
手
数
料)

の
納
付 

⑨
基
本
情
報
・
調
査
情
報
の
報
告 

   

調
査
票(

基
本
情
報
・
調
査
情
報)

は
、
調
査
日
の
四
週
間
前

か
ら
受
理
開
始
し
、
同
二
週
間
前
必
着
を
報
告
提
出
期
限
と
す

る
。
原
則
と
し
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。
（
や
む
を
得
な
い
場
合
は
メ
ー
ル
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
も
可)

 
  

 

 

 
閲覧 

 

 
                                                                ⑦調査日程調整・通知 

      指定調査機関 
                                                                ⑪訪問調査(調査員) 

介護サービス事業者 

 
                                                                          (２人１組、１人は知識を有する人)  ⑮ 公表する介護サービス情報を利用者等
                                                   への情報提供に努めると共に、重要事項 
                                                                         （調査員用２部、報告用１部)     説明書に添付することが望ましい。  

利用者・利用者家族 

報告システム 
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（別紙３） 

●介護サービス指定情報公表センター 

   （指定有効期間：平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日） 

法人名 法人所在地 公表センター所在地 
電話番号 

FAX 番号 

財団法人 

秋田県長寿社会振興財団 

秋田市御所野下堤５丁目 

１－１ 

（中央シルバーエリア内） 

秋田市御所野下堤５丁目 

１－１ 

（中央シルバーエリア内） 

018-829-3777 

   829-2770 

 

 

●指定調査機関（７機関）           

  （指定有効期間：平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日） 

法人名 法人所在地 調査機関所在地 
電話番号 

FAX 番号 

社会福祉法人 

秋田県社会福祉事業団 

秋田市御所野下堤５丁目 

１－１ 

（中央シルバーエリア内） 

秋田市御所野下堤５丁目 

１－１ 

（中央シルバーエリア内） 

018-889-8360 

    889-8361 

社会福祉法人 

秋田県社会福祉協議会 
秋田市旭北栄町１番５号 秋田市旭北栄町１番５号 

018-864-2740 

   864-2742 

特定非営利活動法人 

秋田マイケアプラン研究会 
秋田市東通３丁目９－３１ 秋田市東通３丁目９－３１ 

018-887-3841 

   887-3842 

特定非営利活動法人 

秋田ハッピーライフセンター 

秋田市外旭川字八幡田 

３０７－１２ 

秋田市外旭川字八幡田 

３０７－１２ 

018-868-6367 

   868-6367 

 

（指定有効期間：平成１９年４月１日～平成２４年３月３１日） 

特定非営利活動法人 

 県南介護サポート 

かがやきネット 

横手市三本柳字沼頭１７－３ 横手市三本柳字沼頭１７－３ 
0182-36-0068 

0182-36-0068 

特定非営利活動法人 

秋田すこやかライフ 

 由利本荘市石脇字尾花沢 

５６番地５６ 

由利本荘市石脇字尾花沢５

６番地５６ 

0184-24-3459 

0184-24-3459 

社団法人 

秋田県社会福祉士会 
秋田市旭北栄町１番５号 秋田市旭北栄町１番５号 

018-896-7881 

   896-7882 

 

 

 



平成２０年度「介護サービス情報の公表」制度調査員養成研修カリキュラム―秋田県

■Ａ日程（新規調査員用）：２月２０日（金）、２月２１日（土）、２月２３日（月）、２月２８日（土）、３月１日（日） 会場；中央シルバーエリア

時　間 　　　　　　　　　　付　　　　記 講        師

1 　オリエンテーション

2 　介護保険制度の理解に関する講義 １Ｈ

3 　介護サービスの基礎的知識に関する講義 ２Ｈ

4 　介護サービス情報の公表制度の理念に関する講義 １Ｈ 秋田県長寿社会振興財団　事務局長　豊澤　公栄

5 　介護サービス情報の公表制度の内容に関する講義 １Ｈ

6 　調査員の心得 ０．５Ｈ

7 　調査事務の理解に関する講義 １Ｈ

8 　調査事務の演習 ３H 　　９：３０～１２：３０ 視聴覚室 演　習

２Ｈ 　１３：３０～１５：３０ 視聴覚室 訪問介護グループ・訪問入浴介護グループ

２Ｈ 　１５：４０～１７：４０ 視聴覚室 訪問看護グループ 秋田県長寿社会振興財団　事務局長　豊澤　公栄

２Ｈ 　１０：００～１２：００ 視聴覚室 通所介護グループ

２Ｈ 　１３：００～１５：００ 視聴覚室 特定施設入居者生活介護グループ

２Ｈ 　１５：１０～１７：１０ 視聴覚室 福祉用具貸与グループ 秋田県長寿社会振興財団　研修・相談課　主幹　伊藤　かずみ

２Ｈ 　１０：００～１２：００ 研修室 居宅介護支援 小規模多機能型居宅介護和ごや家　管理者　高貝　博美

２Ｈ 　１３：００～１５：００ 研修室 介護老人福祉施設グループ

２Ｈ 　１５：１０～１７：１０ 研修室 介護老人保健施設グループ

２Ｈ 　１０：００～１２：００ 研修室 訪問リハビリテーショングループ 秋田県長寿社会振興財団　事務局長　豊澤　公栄

２Ｈ 　１３：００～１５：００ 研修室 通所リハビリテーショングループ

２Ｈ 　１５：１０～１７：１０ 研修室 介護療養型医療施設グループ

■Ｂ日程（新規、既存調査員合同）：３月２８日（土）

2H15min 　　９：３０～１１：４５ ２１年度改正の概要、夜間対応型訪問介護 秋田県長寿社会振興財団　事務局長　豊澤　公栄

２Ｈ 　１２：３０～１４：３０ 特定居住系サービス
※１ 秋田県長寿社会振興財団　研修・相談課　主幹　伊藤　かずみ

２Ｈ 　１４：３０～１６：３０ 療養通所介護

２Ｈ 　１６：３０～１８：３０ 小規模多機能・共同生活介護サービス
※２

■Ｃ日程（新規、既存調査員合同）：３月２９日（日）

2H15min 　　９：３０～１１：４５ ２１年度改正の概要、夜間対応型訪問介護 秋田県長寿社会振興財団　事務局長　豊澤　公栄

２Ｈ 　１２：３０～１４：３０ 特定居住系サービス
※１ 秋田県長寿社会振興財団　研修・相談課　主幹　伊藤　かずみ

２Ｈ 　１４：３０～１６：３０ 療養通所介護

２Ｈ 　１６：３０～１８：３０ 小規模多機能・共同生活介護サービス
※２

※１　特定居住系 ※２　小規模多機能・共同生活介護サービス
　特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型） 　小規模多機能型居宅介護
　介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・外部サービス利用型）　介護予防小規模多機能型居宅介護
　特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型） 　認知症対応型共同生活介護
　介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム・外部サービス利用型）　介護予防認知症対応型生活介護
　特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）
　介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）
　特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型）
　介護予防特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅・外部サービス利用型）
　地域密着型特定施設入居者生活介護(適合高齢者専用賃貸住宅）

10

10
２１年度から実施予定の新規サービスの
「介護サービス情報の理解に関する講義」

社会福祉士　伊藤　幹子

２１年度から実施予定の新規サービスの
「介護サービス情報の理解に関する講義」

秋田県心身障害者コロニー　支援部長　和田　士郎

特別養護老人ホーム金寿園
施設サービス課　課長補佐  佐々木　加代子

社会福祉士　伊藤　幹子

社会福祉士　伊藤　幹子

（別紙 ４）

２月２０日(金)

９：３０～
１２：３０

研修室

１３：３０～
１７：００

研修室

内　　　　　容 日　　　　　　　程

9
既存１２サービスグループの

「介護サービス情報の理解に関する講義」

　２月２３日(月)

　２月２８日(土)

　３月１日(日)

県長寿社会課介護保険班　今野武俊

秋田看護福祉大学
看護福祉学部社会福祉学科   助教　児玉　寛子

　２月２１日(土)

多目的
ホール

Ｃ日程 ３月２９日（日）
多目的
ホール

B日程 ３月２８日（土）

９０



（別紙１）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数 細分数

1 訪問介護 24 42 29 27 44 27 193 7 200

2 介護予防訪問介護 24 40 25 26 42 26 183 6 189

3 訪問入浴介護 5 3 17 1 7 7 5 45 45

4 介護予防訪問入浴介護 4 3 16 1 7 6 5 42 42

5 訪問看護 5 3 28 5 1 5 47 1 48

6 介護予防訪問看護 5 3 23 4 1 3 39 2 41

7 訪問リハビリテーション 7 1 2 10 1 11

8 介護予防訪問リハビリテーション 7 1 2 10 1 11

9 福祉用具貸与 10 7 17 8 4 7 12 65 1 66

10 介護予防福祉用具貸与 10 7 15 8 4 7 12 63 1 64

11 特定福祉用具販売 10 7 16 8 4 7 12 64 2 66

12 特定介護予防福祉用具販売 10 7 16 8 4 7 12 64 2 66

13 通所介護 21 28 61 61 22 17 37 247 17 264

14 介護予防通所介護 21 28 61 61 22 17 37 247 16 263

15 認知症対応型通所介護 2 3 2 2 1 3 13 4 17

16 介護予防認知症対応型通所介護 2 3 2 2 1 3 13 4 17

17 通所リハビリテーション 7 3 2 21 16 4 53 1 54

18 介護予防通所リハビリテーション 6 3 2 21 15 4 51 51

19 特定施設入居者生活介護 1 1 1 3 3

20 介護予防特定施設入居者生活介護 1 1 1 3 3

21 地域密着型特定施設入居者生活介護 1 2 1 4 1 5

22 特定施設入居者生活介護 1 1 2 4 4

23 介護予防特定施設入居者生活介護 1 1 2 4 4

24 地域密着型特定施設入居者生活介護 1 1 1

25 介護老人福祉施設 14 11 6 37 8 8 10 94 2 96

26 短期入所生活介護 21 17 8 58 14 10 17 145 11 156

27 介護予防短期入所生活介護 17 15 7 53 11 8 15 126 12 138

28
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

1 1 1

29 介護老人保健施設 7 6 4 18 5 5 6 51 1 52

30 短期入所療養介護 7 6 4 17 5 5 6 50 50

31 介護予防短期入所療養介護 6 6 4 17 5 4 6 48 48

32 介護療養型医療施設 4 1 2 1 8 8

33 短期入所療養介護 1 1 1 3 3

34 介護予防短期入所療養介護 1 1 1 3 3

13 居宅介護支援 35 居宅介護支援 67 67 27 27 0 0 54 54 43 43 49 49 62 62 302 302 15 15 317 317

171 144 148 261 145 146 177 1,192 2,299 63 108 1,255 2,407

グループ 　　事業所

                                                            「平成２０年度介護サービス情報の公表」　公表サービス種類と公表総数一覧

訪問介護グループ

訪問入浴介護グループ

1

2

4

サービスグループ

69

21

13

12

38

7

1722 257

200

45

1 11

秋田すこやか
ライフ

県南介護サポートか
がやきネット

調査分公表件数
合計(A)

総公表数　　　　(A+B)

45

7

2

20

新規事業所分 公表
件数合計(B)

44 27 193

5

細分サービス名称

秋田県社会
福祉協議会

秋田マイケア
プラン研究会

秋田県社会福祉
事業団

秋田ハッピー
ライフセンター

秋田県社会
福祉士会

24 42 0 29 27

5 3 17 1 7 7

3 訪問看護グループ 5 3 28 0 5 1 5 47 2 49

4
訪問リハビリテーション
グループ

0 0 7 0 1 10

5 福祉用具貸与グループ 10 7 18 9 4 67

6 通所介護グループ 23 30 63 64 278

7
通所リハビリテーション
グループ

7 3 2 21 16 0 53

1 88
特定施設入居者
生活介護(有料
老人ホーム）グループ

1 1 0 0

9
特定施設入居者
生活介護(軽費老人
ホーム）グループ

1 1 2

1

0

10
介護老人福祉施設
                グループ

21 17

4 1811
介護老人保健施設
                グループ

7 6

58 14 10 17

0

12

0 1 5

合              計

52

12
介護療養型医療
          施設グループ

0 4

5

平成２１年３月３１日現在

10 10

1

145

51

5

157

7

1 54

1 2 1 1 1

5 6

8

９１～９２




